
個人情報等 の安全確保等 に関す る特約条項

甲及び 乙は、個人情報等 の安全確保等 に関 し、次 の特約 条項 を定 め る。

(総 則 )

第 1条  乙は、善良な る管理者 の注意 を もって委託 (役 務提供 )業務 を行 う
もの とす る。

(漏 えい等 の防止 )

第 2条  乙は、個人情報等 の漏 えい等 防止 のた め、適切 な措置 を とらなけれ
ばな らない。

(秘密 の保全 )

第 3条  乙は、 この契約 の履行 に際 し知得 した秘密 を第二者 に漏 らし、又 は
利 用 してはな らない。

(再 委託 )

第 4条  乙は、委託 (役 務提供 )業務 の全部又は一部 を第二者 (再委託先 が
委託先 の子会社 (会 社法 (平 成 17年 法律第 86号 )第 2条第 3号 に規定
す る子会社 をい う。 )で ある場合 も含む。 )に 請 け負 わせ る場合 には、あ
らか じめ、書面 によ り甲の承認 を受 けなけれ ばな らない。

(個 人情報等 の 目的外利用等 の禁止 )

第 5条  乙は、委託 (役 務提供 )業務 に係 る個 人情報等 を他 の 目的で使用 し
てはな らない。 また、 当該情報 を第二者 に閲覧又 は提供 してはな らない。

(個 人情報等 の持 ち出 し)

第 6条  乙は、 この契約 の履行 に必要 な場合 を除 き、 乙の事業所等か ら個人
情報等 を持 ち出 してはな らない。

(委 託 (役務提供 )業務終了時の個人情報等 の返却、廃棄 )
第 7条  乙は、 この契約 の履行 が終了 した場合 は、個人情報等 を返却又 は廃
棄 しなけれ ばな らない。

(個 人情報等 の取扱者 の通知 )

第 8条  乙は、 この契約 の履行 に際 し、個人情報等 を取扱 う従業員 を明確 に
し、 甲に通知す るもの とす る。

(個 人情報等 の複製 )

第 9条  乙は、個人情報等 を複製す る場合 は、あ らか じめ書面 によ り甲の承
認 を受 けなけれ ばな らない。

(個 人情報等 の管理 )

第 10条  乙は、従業員 に対す る監督 、教育、契約 内容 の遵守状況等 、個人
情報等 の管理 について、定期 的 に検査 を行 うもの とす る。 また、 甲が特 に

必要 と認 めた場合 は、 乙に対 し、個人情報等 の管理状況 に関 し質 問 し、資

料 の提 出を求 め、又 はその職員 に乙の事業所等 の関係場所 に立入調査 を さ
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せ るこ とがで きる。

(事 故等 の発 生時に係 る報告 )

第 11条  乙は、委託 (役務提供 )業務 に係 る個人情報等 に関す る事故等 が
発生 した場合 には、速やかに、その内容 を甲に報告す るもの とす る。

(違 反 した場合等の損害賠償 )

第 12条  乙は、法令又 は この契約 に違反 した場合 は、損害賠償 の責任 を負
う。 ただ し、 甲がやむ を得 ない と認 めた ときは、 この限 りでない。

(違 反 した場合等の契約解 除等 )

第 13条  甲は、 乙が本条項 に違反 した場合又 は正 当な事 由な くこの契約 の
全部又 は一部 を履行 しない場合 には、 この契約 の全部又 は一部 を解 除す る

こ とができる。
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